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財政健全化判断比率等について



■令和５年度の健全化判断比率等について

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、令和５年度決算に基づ
く健全化判断比率及び資金不足比率を算定しました。

　南宗谷消防組合、南宗谷衛生施設組合など

　オホーツク枝幸㈱

１　実質赤字比率

　一般会計等を対象とした実質赤字が標準財政規模に対してどの程度の割合を占めて
いるかを示す指標です。この比率が町の財政規模に応じて、枝幸町は８．２５％にな
ると地方債借入に際し国の許可が必要となり、１４．１３％になると早期健全化団体
となり、財政健全化計画を議会の議決を経て定め、国に報告することになります。
　また、２０％になると財政再生団体となり、財政再生計画を議会の議決を経て定め
国の関与の下で再生を図ることになります。

※比率がゼロ又はマイナスの場合、「－」表示となる。

※算定方法

Ａは、一般会計等の実質赤字額：一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額
Ｂは、標準財政規模（標準税収入額等＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額）

－ ％

早期健全化基準枝幸町 財政再生基準

20％14.13％

＝
Ａ：一般会計等の実質赤字額【△116,201千円（黒字）】

Ｂ：標準財政規模【6,773,181千円】

実質赤字比率

【△1.71％（黒字）】
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２　連結実質赤字比率

　一般会計等と公営企業会計における経営健全化等を踏まえ、実質赤字比率に５％加算

し、１９．１３％になると早期健全化団体となり、財政健全化計画を議会の議決を経て

定め、国に報告することになります。また、３０％になると財政再生団体となり、財政

再生計画を議会の議決を経て定め、国の関与の下で再生を図ることになります。

※比率がゼロ又はマイナスの場合、「－」表示となる。

※算定方法

Ｃは、連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

　イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生

　　　じた会計の実質赤字の合計額

　ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

　ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

　ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

　 Ｂは、標準財政規模（標準税収入額＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額）

※Ｃの内訳

※△で表示されているものは黒字

△ 634,252

△ 193,145

△ 628,693

△ 1,502,280

△ 1,640,013合　計　Ｃ　（①＋②）

△ 137,733

臨港用地造成事業特別会計

簡易水道事業特別会計

計　① 計　②

実質収支額

△ 38,149

企業会計（法適・法非適）（ロ・ニ）

一般会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

△ 116,201

△ 17,552

△ 40

財政再生基準

△ 7,182

△ 859

（単位：千円）

下水道事業会計

国民健康保険病院事業会計

水道事業会計

△ 3,940

港湾整備事業特別会計

連結実質赤字比率

－ ％

早期健全化基準

19.13％

Ｃ：連結実質赤字額【△1,640,013千円（黒字）】

Ｂ：標準財政規模【6,773,181千円】

後期高齢者医療事業特別会計

枝幸町

30％

＝
【△24.21％（黒字）】

実質収支額一般会計・特別会計（イ・ハ）



３　実質公債費比率

　一般会計の経常的な収入一般財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの

公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されたものを除

く）に充当されたものの占める割合の過去３ヵ年の平均値です。比率が１８％を超える

と地方債を発行するときに、道の許可が必要となり、比率が２５％を超えると早期健全

化団体となり、一部の町債の発行に制限がかけられます。また、３５％を超えると財政

再生団体となり国の関与の下で再生を図ることになります。

※算定方法

【（　  1,354,556千円　＋　486,247千円　　）　　－

　（　84,499千円　＋　1,255,393千円）】

【（　6,773,181千円　－　1,255,393千円）】

Ｄは、準元利償還金：イからホまでの合計額

　イ　満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における１年当たりの

　　　元金償還金相当額

　ロ　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認め

　　　られるもの

　ハ　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充

　　　てたと認められるもの

　ニ　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

　ホ　一時借入金の利子

※Ｄの内訳

486,247

ホ

4,269

0

（単位：千円）

計　（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）

区分

ハ
－

会計名等

0

南宗谷消防組合

南宗谷衛生施設組合

その他（利子補給等）

一時借入金の利子（基金の繰替運用を除く）

イ

　※R4単年度 ：  10.4％

Ｒ5単年度 ：9.0％

178,248

　※R3単年度 ：  9.2％

区分

ロ

会計名等

－

下水道事業会計

国民健康保険病院事業会計

簡易水道事業特別会計

248,167

金額

0

金額

ニ

財政再生基準

9.5％

＝

【 3ヵ年平均 ：9.5％ 】

25％ 35％

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

実質公債費比率

早期健全化基準

55,563

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

枝幸町

（地方債の元利償還金＋Ｄ：準元利償還金）　　－



４　将来負担比率

　実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平均的な地方債の償

還年数（残高）を勘案した比率です。早期健全化基準は３５０％とされています。

※比率がゼロ又はマイナスの場合、「－」表示となる。

※算定方法

【（　  14,027,308千円　－　（　6,331,499千円　　＋　　432,478千円　　＋

　　10,254,739千円）】

【（　6,773,181千円　－　1,255,393千円）】

Ｅは、将来負担額：イからチまでの合計額

　イ　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

　ロ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るもの）

　ハ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

　ニ　当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

　ホ　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

　ヘ　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の

　　　額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

　ト　 連結実質赤字額

　チ　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

Ｆは、充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第２４１条の基金

※Ｅの内訳

※Ｆの内訳

国民健康保険事業基金

介護保険給付費準備基金

※育英基金は、年度末時に貸し付け運用していない額である。（育英基金総額 96,611千円）

－
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14,027,308
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下水道事業会計

－

ト国民健康保険病院事業会計

998,834

計（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト＋チ）

ハ

140,555

－

1,694,638

将来負担比率

－

金額

ホ

区分

－

ロ

枝幸町 早期健全化基準

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
＝

イ

金額

―

Ｅ：将来負担額　　　　 　－　（　Ｆ：充当可能基金額 ＋　特定財源見込額　　 ＋

区分 内容等内容等

【△54.2％】

（単位：千円）

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

一般会計の地方債現在高 9,779,237

退職手当支給予定額

1,239,839

簡易水道事業特別会計 314,760

二

－

チ

－

822,175 国際交流基金

（単位：千円）

786,866

基　金　名 金額

4,869

定住促進基金 

45,821

－ －

財政再生基準

－ ％ 350％

基　金　名

343,329

財政調整基金

減債基金 372,486

金額

1,665,877

1,199,654

森林環境譲与税基金 6,432

スポーツ文化振興基金

情報通信基盤施設整備基金

157,235産業振興基金

計 6,331,499

水産系廃棄物処理基金

122,759

186,958

82,758

学校教育施設整備基金 2,471

119,428

社会福祉基金 271,826 育英基金 ※

地域振興基金

ふるさと未来応援基金

交通輸送等整備推進基金



５　資金不足比率

　公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率を示しています。経営健全化
基準は、２０％とされています。

※比率がゼロの場合、「－」表示となる。

※算定方法

Ｇは、資金の不足額：資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起こした地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額

　　　　資金の不足額：資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高） －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解消可能資金不足額

※解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事

　 情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額

※宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する特例がある。

Ｈは、事業の規模：事業の規模（法適用企業）＝営業収益の額－受託工事収益の額

・　　　事業の規模：事業の規模（法非適用企業）＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の額

※指定管理者制度（利用料金制）を導入している公営企業については、営業収益の額に関する特例がある。

※宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規模」（調達した

　 資金規模）を示す資本及び負債の合計額とする。

【令和５年度決算】（単位：千円、％）
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1,065
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0

＝ 0
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0

＝ 0

％
75,872

20％

20％

下水道事業 － ％ 20％

20％

20％



■枝幸町 年度別比較表
□財政健全化比率

※比率がゼロ又はマイナスの場合、「－」表示となる。

□資金不足比率

（法適） 前年度増減 前年度増減 （法適） 前年度増減 前年度増減 （法非適） 前年度増減 前年度増減

－ - - － - - － - -

－ - - － - - － - -

－ - - － - - － - -

－ - - － - - － - -

－ - - － - - － - -

－ - - － - - － - -

－ - - － - - － - -

※比率がゼロの場合、「－」表示となる。

令和２年度

８．９％

（法適）

水道事業 下水道事業 港湾整備事業

（法非適）

△０．５

－

－△０．６

－

－

令和５年度 － － －

令和５年度

実質公債費比率 将来負担比率

前年度増減前年度増減

９．５％ ０．２

－

前年度増減

（法非適）

前年度増減
区　分

連結実質赤字比率実質赤字比率

国民健康保険病院事業

－ －

区　分

平成２９年度

－

臨港用地造成事業

－ －平成３０年度 －

簡易水道事業

－ －

平成２９年度 － － －

－

△０．７ － －

－ ７．７％

７．８％

－ － －

８．２％

－

令和元年度 － － －

－ －

－

－

令和２年度 － － －

－ －

－

－ ８．３％ ０．５

－

－

平成３０年度

－令和元年度

－ － ０．１

令和３年度 － － －

－ － ９．３％

－ －

令和３年度 － － －

１．０ － －

令和４年度 － － －

令和４年度 － －


